
教育委員会提出議案 

第３７号議案 

学校職員服務取扱規程の一部を改正する訓令 

上記の議案を提出する。 

  令和４年１２月１３日  

豊島区教育委員会教育長  金 子  智 雄 

学校職員服務取扱規程の一部を改正する訓令 

学校職員服務取扱規程(平成１２年３月３１日教育委員会訓令甲第２号)の一部を

次のように改正する。 

第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

第７条第２項中「押印」の次に「又は自ら「〇」を表示」を加える。 

第８条第２項中「申請は、」の次に「庶務事務システム又は」を加える。 

別記第４号様式から別記第６号様式(乙)までを次のように改める。
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別記第4号様式(第7条関係) 
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 (   区立     学校)                  (日本産業規格Ｂ

列4番) 
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別記第5号様式(第8条、第15条、第16条関係) 
(表) 

年度用 休暇・職免等処理簿 

所 属
園 名

幼稚園(  月  日  異動・採用) 前々年度の勤務実績 リフレッシュ
休 暇

幼稚園(  月  日  異動)   
 要勤務
日 数 

 同 左
8 割 

 勤 務
日 数 

 繰越の
可 否 

満43歳 
年度氏 名   日 日 日 可・否 

年 次
有 給
休 暇
の状況

① 本 年 度 の 総 日 数 
   ②本年度の

使用総日数 
(①－③) 

     ③本年度の
未使用総日数 
(①－②) 

④本年度分未使用日数 
(③のうち20日を限度) 

満53歳 
年度

新規採
用職員

その他の職員( 日＋本年度に繰越
可能な前年度分未使用日数(前年度
の④)) 特例措置 

年度
日 日   時間   分 日  時間  分 日   時間   分 日   時間   分

申出等

月 日

申出者

休暇等

の種類

期 間 摘 要 

累 計 

残 日 数

職 免

適 用

基 準 

決定
権者 

関与
者 

出勤
整理 

給与
減額年 休 夏 休 子看休 

 元気
回復 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 □条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

(日本産業規格A列4番) 
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(裏) 

申出等

月 日

申出者

休暇等

の種類

期 間 摘 要 

累 計 

残 日 数

職 免

適 用

基 準 

決定
権者 

関与
者 

出勤
整理 

給与
減額年 休 夏 休 子看休 

 元気
回復 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 日 時 分 □条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・ 月 日  

時 分から

月 日  

時 分まで

□条例 

□規則 

□基準 

号 
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別記第6号様式(甲)(第8条、第15条、第16条関係) (表) 

年度用  休暇・職免等処理簿                             〈教育職員等 用〉  

所 属

学校名 

学校    (  月   日  異動・採用)  前々年度の勤務実績 
長期勤続 

休 暇 学校    (  月   日  異動)     
要勤務

日 数 

同 左

8 割 
勤務日数 繰越の可・否

氏名 職員種別 (         )   日 日 日 可・否 勤続15年 

 ・ 年 

年 次

有 給

休 暇

の状況 

①前年度からの

繰越日数 

②本年度の

付与日数 

③ 本年度の総日数 
④本年度の使用総日数

(③－⑤) 

(累計日数)

⑤本年度の未使用

総日数(③－④) 

(残日数) 

⑥翌年度への繰越

日数 

子どもの

看護休暇

の付与日

数 

短期介護

休 暇 の

付与日数 
新規採用以外の職員 

(①＋②) 

新規採用

職員(②) 
勤続25年 

 ・ 年 
日  時間  分 日  時間 日  時間  分 日 日  時間  分 日  時間  分 日  時間  分 日 日 

日  時間  分 日  時間 日  時間  分 日 日  時間  分   日 日 特例措置 

・ ・ 年 日  時間  分 日  時間 日  時間  分 日 日  時間  分 日 日 

申出等

月 日

申出者 

休暇等

の種類 
期 間 摘 要 

累 計 
 年 休

残日数 
(換算確認) 

職 免

適 用

基 準 

決定

権者

関与 

者 

出勤

整理

給与

減額年 休 

(

仮) 夏休 看 休 ボ 休 短 介 
元気

回復 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

日 時 分   日 時 分 時   日 時 分 日 時 分 日 時 分 時 分 日 時 分 日 時 分 □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

(日本産業規格A列4番) 
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(裏) 

申出等

月 日

申出者 

休暇等

の種類 
期 間 摘 要 

累 計 
 年 休

残日数 
(換算確認) 

職 免

適 用

基 準 

決定

権者

関与 

者 

出勤

整理

給与

減額年 休 

(

仮) 夏休 看 休 ボ 休 短 介 
元気

回復 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

日 時 分   日 時 分 時   日 時 分 日 時 分 日 時 分 時 分 日 時 分 日 時 分 □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

  □条例 

□規則 

□基準 

号 

(日本産業規格A列4番) 
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別記第6号様式(乙)(第8条、第15条、第16条関係) (表) 

年度用  休暇・職免等処理簿                  〈事務職員・技術職員・学校栄養職員 用〉  

所 属

学校名 

学校    (  月   日  異動・採用)  前々年度の勤務実績 
長期勤続 

休 暇 学校    (  月   日  異動)     
要勤務

日 数 

同 左

8 割 

勤務

日数 

繰越の

可 否 

氏名 職員種別 (         )   日 日 日 可・否 勤続15年 

 ・ 年 

年 次

有 給

休 暇

の状況 

①前年度からの

繰越日数 

②本年度の付

与日数 

③ 本年度の総日数 ④本年度の使用総

日数(③－⑤) 

(累計日数)

⑤本年度の未使用

総日数(③－④) 

(残日数) 

⑥翌年度への

繰越日数 

子どもの

看護休暇の

付与日数 

短期介護

休 暇 の

付与日数 
新規採用以外の職員 

(①＋②) 

新規採用

職員(②) 
勤続25年 

 ・ 年 
日  時間 日  時間 日  時間 日 日  時間 日  時間 日  時間 日 日 

日  時間 日  時間 日  時間 日 日  時間   日 日 特例措置 

・ ・ 年 日  時間 日  時間 日  時間 日 日  時間 日 日 

申出等

月 日

申出者 

休暇等

の種類 
期 間 摘 要 

累 計 
 年 休

残日数 

職 免

適 用

基 準 

決定

権者

関与 

者 

出勤

整理

給与

減額年 休 

(

仮) 

夏
休

看 休 ボ 休 短 介 
元気

回復 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

日 

( 

時 分 

) 

  日 

( 

時 

) 

時   日 時 分 日 時 分 日 時 分 時 分 日 

( 

時 

) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

(日本産業規格A列4番)
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(裏) 

申出等

月 日

申出者 

休暇等

の種類 
期 間 摘 要 

累 計  年 休

残日数 

職 免

適 用

基 準 

決定

権者

関与 

者 

出勤

整理

給与

減額年 休 

(

仮)

夏
休

看 休 ボ 休 短 介 
元気

回復 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで 

日 

( 

時 分 

) 

  日 

( 

時 

) 

時   日 時 分 日 時 分 日 時 分 時 分 日 

( 

時 

) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

・   月  日   

時  分から 

月  日   

時  分まで ( ) ( ) ( ) 

□条例 

□規則 

□基準 

号 

(日本産業規格A列4番) 
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附 則 

この訓令は、令和５年１月１日から適用する。ただし、第１条の改正規定は、令和

５年４月１日から適用する。 

（説 明） 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正及び教職員庶務事務シス

テムの本稼働に伴い、所要の改正をする必要があるため、本案を提出いたします。 
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